
 

燕市告示第 181 号 

 

 燕市地域おこし協力隊住宅費補助金交付規程（平成 28年告示第 182号）の

一部を次のように改正する。  

  令和 ７ 年 ３ 月 31 日 

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

題名を次のように改める。  

燕市地域おこし協力隊住宅費補助金交付要綱  

第 1 条中「燕市地域おこし協力隊設置要綱 (平成 27 年燕市告示第 98 号)」

を「燕市地域おこし協力隊設置要綱 (令和 6 年燕市告示第 117 号。以下「設

置要綱」という。)」に改める。 

第 9 条を第 12 条とし、第 8 条を第 11 条とし、同条の前に次の 1 条を加え

る。 

(実績報告) 

第 10 条 第 7 条及び第 8 条の規定により、交付決定を受けた者は、当該決

定を受けた日の属する年度の 3 月末までに、燕市地域おこし協力隊住宅費

補助金実績報告書(様式第 7 号)により次に掲げる書類を添えて、市長に報

告するものとする。  

(1) 家賃の支払を確認できる書類  

(2) その他市長が必要と認める書類  

第 7 条の見出しを「(補助金の請求)」に改め、同条中「第 5 条及び前条」

を「第 7 条及び前条第 2 項」に、「燕市地域おこし協力隊住宅費補助金交付

請求書 (様式第 5 号 )」を「燕市地域おこし協力隊住宅費補助金交付請求書

(様式第 6 号)」に改め、同条を第 9 条とする。 

第 6 条に次の 1 項を加える。  

2 市長は、前項の申請により補助金の額又は交付対象期間の変更を決定し

たときは、燕市地域おこし協力隊住宅費補助金変更交付決定通知書 (様式

第 5 号)により交付決定者に通知するものとする。  



 

第 6 条を第 8 条とし、第 5 条を第 7 条とし、第 4 条を第 6 条とし、同条の

前に次の 1 条を加える。 

(補助金の交付対象期間) 

第 5 条 補助金の交付対象期間は、設置要綱第 7 条に規定する隊員の任用期

間とする。 

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が第 2 条に規定する要件に該当し

なくなった場合の補助金の対象期間は、当該要件に該当しなくなった月ま

でとする。 

第 3 条の見出しを「(補助金の額)」に改め、同条中「補助率」を「補助金

の額」に、「10 分の 10」を「補助対象経費の 10 分の 10 以内の額とし、年間

60 万円を上限額」に改め、同条ただし書を削り、同条を第 4 条とする。 

第 2 条の見出しを「(補助対象経費)」に改め、同条中「住宅費」を「経費

(以下「補助対象経費」という。 )」に、「支払っている家賃(使用料並びに借

受けに係る敷金及び礼金の費用を含む。 )とし、隊員に補助する」を「支払

っている次の費用とする」に改め、同条に次の各号を加える。  

(1) 住居部分の使用料 

(2) 駐車場料金 (同居人分を除く。やむを得ず敷地外に駐車場を借り受け

る場合も含む。) 

(3) 管理費及び共益費(自治会費を除く。 ) 

第 2 条を第 3 条とし、第 1 条の次に次の 1 条を加える。 

(補助対象者) 

第 2 条  補助金の交付を受けることができる者 (以下「補助対象者」とい

う。)は、次に掲げる要件を全てを満たすものとする。  

(1) 設置要綱第 4 条に規定する任用型地域おこし協力隊員であること。  

(2) 市内の賃貸住宅 (親族以外の者が経営するものに限る。 )に、隊員が自

ら賃貸契約を締結し、家賃の支払をし、居住していること。  

様式第 1 号から様式第 5 号までを次のように改める。  

様式第 1 号(第 6 条関係)  



 

 

様式第 2 号(第 7 条関係)  



 

 

様式第 3 号(第 7 条関係)  



 

 

様式第 4 号(第 8 条関係)  



 

 

様式第 5 号(第 8 条関係) 



 

 

様式第 6 号(第 9 条関係) 

 



 

 

様式第 7 号(第 10 条関係) 

 



 

 

   附 則 

 この告示は、令和7年4月1日から施行する。 

 

 


